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令和 6年度予算見積調書(2月補正予算) 課室名:

説明事業

産業支援課
担当名: 経営革新支援担当

内線: 3910 (単位：千円)
会計

P7 中小企業経営革新促進事業 一般会
計

商工費 商工業
費

項
商工振興費 中小企業イノベーション支援事業費

番号 事業名

事 業
期 間

平成11年度～ 根 拠
法 令

中小企業等経営強化法

款

針路 11
分野施策 1102

１　事業概要 ５　事業説明

SDGsｺﾞｰﾙ
SDGsﾀｰｹﾞｯﾄ

8,9,12
8-1,8-2,8-3,9-2,12-1

　生産年齢人口が減少していく中で、本県経済の生産性
の停滞を防ぐには「稼ぐ力」の確保が不可欠である。そ
こで、経営革新への支援を通じて、中小企業者の創意あ
る発展と経営基盤の強化を図るため、中小企業の経営の
向上を支援する各種事業を実施する。

　ア　中小企業経営力向上事業　　　　　△5,444千円
　イ　中小企業経営革新推進事業　　　　　△433千円
　ウ　経営革新セミナー事業
　エ　埼玉県創造的異業種交流会負担金
　オ　人件費

（１）事業内容
　　ア　中小企業経営力向上事業
　　　　商工会議所、商工会、商工会議所連合会、商工会連合会及び埼玉県中小企業団体中央会が経営革新計画に取り組
　　　む企業の掘り起し、計画策定支援、申請書受付及び計画承認審査を実施するため、経営革新支援に要する推進費、
　　　専門家派遣等にかかる経費を補助する。(ｱ)経営革新推進費　(ｲ)専門家派遣
　　イ　中小企業経営革新推進事業
　　　　県が実施する中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画の承認により中小企業の経営向上を支援し、新たな
　　　取組に意欲的な県内中小企業の掘り起こしから「経営革新計画」承認及び承認取得後のフォローアップまで一貫
　　　した支援を行う。
　　　　(ｱ)　経営革新計画承認　(ｲ)　経営革新企業進捗状況調査・終了企業調査　(ｳ)　フォローアップ等専門家派遣
　　　　(ｴ)　モデル企業指定
　　ウ　経営革新セミナー事業
　　　　経営革新をテーマとしたセミナーを開催し、計画経営と経営革新計画策定への意欲を喚起する。
　　エ　埼玉県創造的異業種交流会負担金
　　　　本県唯一の横断的異業種交流会である埼玉県創造的異業種交流会の活動を支援するため、負担金を支出する。

（２）事業計画
　　ア　中小企業経営力向上事業
　　　・平成27年度～　県下34商工団体が実施　・平成28年度～　県全域69団体で実施
　　イ　中小企業経営革新推進事業
　　　・平成11年度～　経営革新計画承認制度　・平成14年度～　経営革新モデル企業の指定

（３）事業効果
　　　持続可能な経済成長を支える中小企業のイノベーションの実現

（４）補正予算の概要
　　ア　中小企業経営力向上事業　　　補助金交付額が見込みを下回ることによる減額
　　イ　中小企業経営革新推進事業　　事務費の節減による減額

２　事業主体及び負担区分
ア・イ(県10/10)事業主0

３　地方財政措置の状況
なし

４　事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員
9,500千円×7.6人＝72,200千円

予算額
財　　源　　内　　訳

一般財源
補正後の
予算額諸 収 入

決定額 △5,877

現計額 69,510 512 68,998

― 産業労働部 7 ―

稼げる力の向上

△5,877 63,633

変化に向き合う中小企業・小規模事業者の支援



 

事業名

単位事業名 予算額 △ 5,444千円

　
○歳入 （単位：千円）

款・節 補正予算額 対前年度増減額

一般財源 △5,444 ―

合計 △5,444 ―

　
○歳出 （単位：千円）

節 補正予算額 対前年度増減額

負担金、補助及び交付金 △5,444 ― 交付申請件数が見込みを下回ったことによる減

合計 △5,444 ―

事業内訳書

中小企業経営革新促進事業

中小企業経営力向上事業

主な内容

主な内容



 

 

単位事業名 予算額 △ 433千円

　
○歳入 （単位：千円）

款・節 補正予算額 対前年度増減額

一般財源 △433 ―

合計 △433 ―

　
○歳出 （単位：千円）

節 補正予算額 対前年度増減額

旅費 △101 ― 事務費の節減による減額

需用費 △200 ― 事務費の節減による減額

役務費 △132 ― 事務費の節減による減額

合計 △433 ―

中小企業経営革新推進事業

主な内容

主な内容


